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平成30年度富山県職業能力開発審議会 議事要旨 

 

日 時 平成30年５月30日(火) 

 午前10時～11時30分 

場 所 富山県民会館611号室 

 

○出席者 

＜労働者代表委員＞  浜守委員、森川委員、渡邊委員 

＜事業主代表委員＞  上原委員、松田委員 

＜学識経験者委員＞  高橋委員、賞雅委員、田中委員、中村委員、庭田委員、羽根委員 

＜特別委員＞     柴特別委員、布野特別委員、野瀬特別委員、藤田特別委員、辺田特別委員 

 

１ 開 会 

２ 富山県商工労働部長挨拶 

本日、富山県職業能力開発審議会を開催しましたところ、委員、特別委員の皆様方には、ご多用中

にもかかわらずご出席をいただき、ありがとうございます。 

開会にあたりまして、一言ご挨拶申しあげます。 

さて、最近の県内の雇用・経済情勢は、今年３月の県内の有効求人倍率は１．９９倍と全国平均に

比べ高く（全国３位）、人手不足の状況にあると認識しております。また、建設や介護サービス関連な

ど、職種によってはさらに倍率が高く、人材の確保が難しい状況が続いております。 

 

このため、県では、首都圏等からの UIJ ターンを推進することを目的として、移住や仕事に関する

組織体制を強化するため、企画調整室に移住・UIJ ターン促進担当課を新設したところであり、５月

23 日には「富山くらし・しごと支援センター」の機能を大幅に拡充し、東京大手町オフィスや大阪オ

フィスを新たに開所することとしています。また、県内定着を推進するため、新たに T ターンの推進

として、県内企業に就職した OB・OG と県外出身の学生の交流会を開催するとともに、首都圏とも連携

したインターンシップ参加の促進に取り組んでいます。 

このような人材確保とあわせ、人生 100 年時代、リカレント教育を進め、若者から高齢者まで全世

代にわたり、スキルアップやキャリアチェンジを図り、時代の変化に対応した人材育成を進めていく

ことが重要です。IoT や AI といった最新の技術革新に適応した人材育成も同時に進めて行く必要もあ

ります。 

この審議会につきましては、職業能力開発促進法に基づきまして、職業能力開発計画、そしてその

他の職業能力の開発に関する重要事項を調査、並びに審議をしていただくという機関であります。 

今回は前回の審議会で策定いただきました、第10次の職業能力開発計画の実施状況について説明を

させていただきますし、また平成30年度、今年度の職業能力開発政策の主な取り組みにつきまして事

務方のほうから説明をさせていただくこととしております。 

委員の皆様にはどうか忌憚のないご意見をいただきますようお願いをいたしまして、開会の挨拶と

いたします。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
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 ・委員紹介 

 ・配付資料確認 

 

３ 議 題 

（１） 会長の選出及び会長職務代理者の指名 

  ・委員の互選により、賞雅委員が会長に選出された。 

●議長 

皆さん、おはようございます。ご挨拶させていただきます。 

先ほど紹介をさせていただきました富山高専の賞雅でございます。富山に赴任して１年経ちました

けれども、大雪の影響で参ったところでございますけれども、富山がいかに他の県に比べて素晴らし

いかということを、全国の高専の会議で非常に感じております。新幹線、それから立山の素晴らしい

風景を背景にしました電気エネルギー、水資源ですね。こういうものに感動しましたし、有利な点で

はないかと思います。 

先ほど、事務局からもありましたけれども、人生100年ということで、現在本校に入ってくる新入生

の平均寿命は107歳と計算されています。日本人は107歳、アメリカ人が101歳、ＥＵが105歳ぐらいと

計算されていますけれども、人生100年以上ということで、80歳近くまで働かなければいけないという

ことは、常々私どもの学生に教えているところでございます。 

ですから、私どもは専門を基礎からきちっと教えておりますけれども、専門は今後50年間でどんど

んどんどん変わってまいりますので、ＩｏＴ、それからいろんな情報の集約、そういうものに対応し

た技術がこれからどんどん発展してまいります。それに対応した職業が生まれてくるということにな

りますので、それに対応した教育、リカレントの教育をして、富山の産業を発展させなければいけな

いということで、この審議会があると思っております。皆様よろしくお願いいたします。 

それでは、議事次第によりまして会長職務代理者を指名したいと思います。会長職務代理者につき

ましては審議会条例第５条第４項の規定によりまして、会長が指名するということとなっております

ので、私の方から指名させていただきたいと思います。つきましては、高橋委員に会長職務代理者を

お願いしたいと思います。 

（異議なし） 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

・会長により、高橋委員が会長職務代理者に指名された。 

 

●議長 

 それでは早速審議に入っていきたいと思います。 

議題２ 第10次富山県職業能力開発計画の実施状況について事務局からご説明をお願いしたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いします。 

 

（２）第10次富山県職業能力開発計画の実施状況について 

○事務局より、資料１－１第10次富山県職業能力開発計画の概要及び資料１－２実施状況の資料に基

づき説明 

○資料１－１第10次富山県職業能力開発計画の概要についての説明 
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 第１部総説の１ 計画のねらい、２ 計画の期間が平成28年度から平成32年度までの5年間で、平成27

年度の現状値をもとに計画の目標値を設定していることを説明 

・４ 職業能力開発の推進体制の状況について、（１）公的職業訓練の実施状況について、施設内訓練

としてものづくりの訓練を中心とした（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構による北陸職業能力

開発大学校、ポリテクセンターや県においては富山市内に技術専門学院、魚津市内にその魚津セン

ター、砺波市内にその砺波センターを設置していることを説明。 

・他の訓練の種類として、学卒訓練、離転職者訓練、民間委託訓練、在職者訓練があることを説明 

・第３部 職業能力施策の実施目標を達成していくため、第４部 職業能力開発の基本的施策と展開 

 のような施策を実施していることを説明 

 

○資料１－２第10次富山県職業能力開発計画の実施状況（概要）についての説明 

 資料１－３に第10次富山県職業能力開発計画目標の達成状況を集約して記載しているが、そのうち

資料１－２において、主な概要を説明。 

・１ ＩｏＴの導入など生産性向上に向けた人材育成の強化 

富山県ＩｏＴ推進コンソーシアムの設置とスマートものづくり人材育成事業において、企業の中

核技術者として、現場改善やコスト・生産技術マネジメントスキルの習得を図る研修を実施したこ

とを説明。 

・２ 全員参加の社会の実現加速に向けた人材の育成 

   女性・若者・中高年者・障害者・外国人といったあらゆる人材の育成に向けた取組みの一部説明 

・女性の求職ニーズに応じた多様な職業訓練の実施について、新たに女性の扱いやすい軽量な機材によ

り行われる金属ものづくり基礎科を設置し、１名の訓練実績があり、今後もこのような訓練を継続し

て実績が増えるよう取り組んでいきたい旨を説明。 

・障害者の態様に応じた職業訓練（民間委託訓練）について、特別支援学校早期訓練コース（個別訓練）

等を実施していることを説明 

・３ ものづくり産業の発展を支える人材の育成として、高度技能人材育成研修やオーダーメイド型在

職者訓練を実施していることを説明 

・４ 地域の担い手となる人材の育成（介護、建設など）について、地域創生人材育成事業において雇

用型訓練を実施したことを説明 

・５ 新たな時代に対応した人材の育成（観光など）について、観光ビジネス人材育成支援訓練コース

（民間委託訓練）を実施したことを説明 

・６職業能力開発の推進体制の整備として、技術専門学院にキャリアコンサルタントを配置し、就職支

援講座の開催やキャリアコンサルティングを実施していることを説明。また、県職業能力開発協会に

おいて、職業能力開発推進者講習会を実施したことを説明。 

  

○資料１－３第10次富山県職業能力開発計画 目標の達成状況についての説明 

・基本的施策２：全員参加社会の実現加速に向けた人材の育成のうち、女性の職業訓練修了者におけ

る就職者数は、目標数3,000人のところ、平成28年度及び平成29年度までの累計で763人であった。 

 障害者訓練受講者の就職率は、目標の55.0％のところ73.9％と大きく上回った。 

・基本的施策３：ものづくり産業の発展を支える人材の育成のうち、公共職業訓練（学卒者）の正社

員就職率は100％、技能検定の合格者数及び合格率も目標数に近い数値となったが、それ以外は伸び
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悩んでいることを説明。 

・基本的施策６：職業能力開発の推進体制の整備において、職業能力開発推進者の選任数は、県職業

能力開発協会が国の委託を受けて事務を行っていたが、国の行政改革レビューによりサービスセン

ター業務自体が国の業務となったことにより、現在、数値は公表されていないものである。 

 

 

●議長 

はい、どうもありがとうございました。 

この審議会は、富山をどうやって活性化していくかということが、まず重要でございますので、県

の中でも重要なことであり、方向をどのように、どういうふうに予算を使っていくかというところに

ついても非常に重要な審議会でございますので、皆さんのほうから活発なご意見を頂ければと思いま

す。 

ご報告いただいたことについて、進行状況を確認していただいて、計画についてご意見を頂くとい

うことでございますので、順次その際に質問をいたします。 

 

●委員 

質問ですが、自分たちの大学でもいろいろなプログラムを行おうと思っており、その関連からも興

味があるんですけれども、訓練がいろんな分野で、受講者が伸び悩んでいる理由というのは、どのよ

うなものでしょうか。 

 

●事務局 

はい、お答えさせていただきます。 

先ほど訓練が３種類あると申し上げました。学卒者訓練、離職者訓練、在職者訓練。 

離職者の訓練につきましては、やはり景気もいいですし、就職が売手市場、学生は特にそうなんで

すけど、売り手市場ということもあって、なかなかハローワークで訓練に誘導するよりも先に、就職

をされる方が増えてございます。 

また在職者の訓練、こちらは企業に一定期間、人を出していただいて訓練することになりますので、

やはり企業側の皆さんにとっても、なかなか今は人手不足で、訓練に出すと業務が回らないという声

がございまして、伸び悩んでいるということでございます。 

学卒者については、ほとんど定員を満たしている状況ですので、それほど数字は変わらず、伸び悩

んでいない状況にございます。 

 

●委員 

ありがとうございました。 

 

●議長 

よろしいでしょうか。ほかに皆様のほうからご意見、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

●委員 

受講者、受けられた方の声が、次に受けようとしている人達にどのように届いているのかが。例え
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ばアンケートを取られて、企業に委託されているのかというのを、その辺を少し教えていただきたい

です。 

 

●事務局 

今、委員がおっしゃられたように、受講者の方にアンケートをさせていただいて、満足度などを聞

いて、コースの改善には努めているところでございます。 

 

●委員 

次、また受けようとしている人達に対して、その声が届いている仕組みはあるんですか。 

 

●事務局 

ダイレクトにその声が届くという感じではないみたいなんですけど、あくまでコースをより良くし

て、それを次の方にお伝えするという形になっているのかなと思います。 

 

●委員 

はい、わかりました。 

 

●議長 

ぜひ終えた方は、もしくは就職なされて、それはとても良かったというようなことを、ハローワー

クとか、そういう所から伝えていただきたいと思います。 

 

●事務局 

検討させていただきます。ありがとうございます。 

 

●議長 

どうぞ。 

 

●委員 

今の委員のご質問に関しまして、私どもこちらの資料１-１の中にございます、右側５番目、新たな

時代に対応した人材の育成、観光などといった所の分野の１番下ですけど、外国人への観光案内等が

できる人材の育成等というようなところで、国の先ほどございました地域創生事業で、３年間外国人

対応ができる人材の育成というものをこちらの事業でやっていたという、企業研修をしていた受け入

れ側の企業として回答を少し補足させていただきたいと思うんですけれども。 

まず、県の担当部署の方が、私どもが受け入れました受講者に対して、期間によって、初年度、次

年度、３年度において、この契約期間、事業年度の、例えば初年度は５か月しかなかった、次年度は

７月から３月まで、昨年度に関しましては、同じく７月から12月までという形でありまして、その期

間の中で５回ぐらい就業サポーターという方が、私どもの研修生のもとを訪ねて、今のお仕事どうで

すかと、次の職場に行けそうですかというような、就業のアンケート。それから研修の内容について

満足していますかというようなヒアリングを、仕事をしている現場にいらっしゃいまして、ご丁寧に

聞いていかれました。 
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ただ、そのアンケートが今もご回答ございましたように、実際次に受講するスタッフですとか、研

修生に反映されているかどうかというところは、県のほうですとか、事務局の中で情報をお持ちになっ

ていて、実際の次に入ってきた者に対して、フィードバックされたかどうかというところは、やはり

ちょっと手薄だったかなというふうに、実際に受け入れていた企業として感じておりました。 

以上、回答の補足をさせていただきました。ありがとうございます。 

 

●議長 

どうもありがとうございます。はい、どうぞ。 

 

●委員 

今３名の方がおっしゃられたことに補足して、少し要望といいますか、後ほどの取り組みの議題の

時に言えば良かったのですが、少し話の流れがありましたので、やはりいろんな意味で成功事例をき

ちっとまとめていただいて、高齢者、女性、障害者といったくくりで、教育をして、そして就職をし

て、こんな成功事例があったんだよということをもう少しまとめて、企業なり、そして県民の皆さん

に、ちゃんと訴える仕組みを作ったほうが、分かりやすいと思いますし、せっかくお金を使ってやる

わけですから、そんなことも要望としてお伝えをしておきます。以上、お願いします。 

 

●議長 

はい、どうもありがとうございます。よろしいですよね。 

 

●委員 

先ほど冒頭に部長のご挨拶にあったかと思うんですが、人材確保ということで、県のほうは、Ｕ･

Ｉ･Ｊターンということで、様々な取り組みをなさっているのですが、これにつきましては私ども、今

日は福祉カレッジの立場でございますので、職業団体介護士会としても、この介護人材の充足面とい

うことで、協力させていただいているんですが、今ほどさっきの委員のご発言があったように、実態

の、介護の部分のみならず、他分野も言われているＵ･Ｉ･Ｊターンに関して、首都圏やあるいは大阪

圏域に行って働きかけした結果ですよね。結果どれくらいの方々が、実際に富山にお越しいただいて、

就労されているかということについて、もし分かる範囲であれば教えていただきたいということと、

それから例えば、介護分野も非常に数としてはマスですが、実際に様々なアプローチをしております。

実際に東京の日本橋とか、そこに行って実際にいろんなセミナーとか、フェアとかいう形で参加させ

ていただいているんですが、いろんな形で、向こうの東京の方々に直接お目にかかって説明していて、

いろんな声が上がっているんで、実はそういった方々の、来て下さる方の声も大事なんですが、一方

では、思いはあったとしてもなかなか一歩踏み出せない理由は何なのかといったことが、きちんと掴

みきってないのではないかなと。多分、先ほど委員長がおっしゃったように、富山は非常に恵まれた

土地ではあるんですが、来てみたら良かったという形で、来る前にはなかなか踏み出せないところも

あるので、その辺りについては、これまでの成果物と、これからの課題という形で、県の考えを教え

ていただければと思います。 

 

●議長 

はい、よろしくお願いします。 
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●事務局 

先ほど皆さまからご意見をいただいたことは非常に重要なことだと思っておりまして、具体的な成

功事例、例えば、どういったスキルが身に付き、その影響で、どういうふうに就職できたかという情

報は、今後訓練を受ける方にとって非常に重要な情報だと思いますので、それをどういう形でオープ

ンにしていくかというのは、また検討させていただきたいと思います。事例集を作る形なのか、ホー

ムページに載せるなり、そういった形でやれるのか、またハローワークを通じて周知いただくのか、

そういった形については考えさせていただければと思います。 

今の田中委員のご質問ですが、Ｕ･Ｉ･Ｊターンどのくらいしているかということで、数字で言いま

すと昨年の数字ですが、58.4％の方がＵ･Ｉ･Ｊターンしたというのを県で統計を取ってございます。

最新の数字は調査しているところでして、近いうちに発表できるのではないかと考えてございます。 

また、委員がおっしゃられました、東京で昨年度も移住・転職フェアというのを７月にやってござ

いまして、そちらに介護事業者さんのアルペン会さんにも出ていただいて、学生さん、社会人の皆さ

んに見ていただいたところでございます。 

富山の魅力をしっかり伝えていくというのも大事ですし、我々としては早い段階、高校生なり、そ

の段階から、しっかり富山というのはこんなに暮らしやすいんだ、また働きやすいし、企業もいっぱ

いあるんだということを伝えることが大事だと思ってまして、今年度、高校生向けに様々なキャリア

教育という一貫の中で、商工労働部も一緒に教育委員会と連携させていただいて、話をさせていただ

くとともに、企業のＯＢ・ＯＧの皆さんにも参加いただいて、企業の生の声を聞かせていただくと、

そういった機会を今年度作りたいと考えてございまして、何校ぐらいで実施できるかは分からないん

ですけど、しっかりやっていきたいと考えてございます。 

 

●議長 

はい、どうもありがとうございます。 

 

●委員 

今の回答で分からないことがあるんですけれども。 

 

●議長 

はい、どうぞ。 

 

●委員 

説明は分かりましたが、先ほど言われているＵ･Ｉ･Ｊターンの成果が58.4％だったのですが、母体

は何、母数というか、何に対して何があって58.4％なのか、いまいち分からないということです。 

先ほど私が聞いたのは実際どういった方々が受けて、実際何人の方々がいて、実際どういう所から

来たのかという数字が欲しかったのですが、パーセントで答えられると分からなかったのが１点なの

と、それから今ほど、もう１つ説明があった高校生向けに富山の企業の魅力をということをおっしゃっ

たんですが、これは、高校の方はどこの高校、都会ですか、首都圏の高校のほうに働きかけるという

意味なんでしょうか。それがちょっと理解できなかったです。 
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●事務局 

舌足らずですみません。58.4％は基本的には大学生です。基本的に大学４年生の方で何％戻ってき

たかという数字でございます。 

 

●委員 

これはＵターンのほうですか。 

 

●事務局 

Ｕターンですね。Ｉターン、Ｊターンでいいますと、パーセンテージが把握できませんで、先日発

表しました移住者の中の数字に含まれてくると思うんですが、729名で、これは社会人ですね、20代か

ら30代の子育て世代がそのうち７割ということでございます。 

２番目の点ですが、県内高校でまず外に出て行く前にしっかり富山の魅力を発信して、戻ってきて

もらおうと、そういう趣旨でやるものでございます。 

 

●委員 

こういうことですね。富山の高校生たちに、都会へ行ったとしても帰ってきてほしいということと、

合わせてできることなら富山で働いてほしいということを、県から種をまくと言いましょうかね、畑

を耕して種まきをなさっているということですね。はい、ありがとうございます。 

先ほど移住者が実際にＩターン、Ｊターンの方々が729名ということで、おっしゃっていただきまし

た。１年の実績ではなくて、この事業を始めてからの合計数ということで理解してよろしいでしょう

か。 

 

●事務局 

１年間です。徐々にこの近年増えておりまして、昨年度は565名だったのが、729名に増えて増加傾

向になっております。さきほど部長の挨拶にもございましたが、くらし・しごと支援センターがその

サポートといいますか、Ｕターンのサポートもしますし、Ｉターン、Ｊターンの方の相談に乗って移

住していただくというような事業をやってございます。 

 

●委員 

ありがとうございます。ぜひこのＩターン、Ｊターンの方々も、ぜひ富山でのその声がもっともっ

と県民にも届く形にしていただくのがいいのかなと思っております。 

実際に介護関係で一部にちょっとだけ声を聞いているんですが、来てみたけどもなかなか周りの地

域の人たちの理解を得られないということや、あとの生活支援とか、働くことだけの支援ではなくて、

地域で住み続けるための支援というのがとても大事なので、その辺りが脆弱だということで、ちょっ

と悩まれる方が実際においでになりますので、貴重な財産であるこういった人の声を、富山に来てい

ただく方のいろんな悩みも含めて、相談場所であったりとか、そういった受け皿というのを作ってい

ただければいいのかなというふうに思います。 

 

●議長 

どうもありがとうございました。他にご質問、コメントがありましたら。 
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女性の活発なご意見に比べて男性の方、無いでしょうか。 

 

●委員 

私のほうは建築、大工の分野なので、大工の仕事というのは、中身がなかなか伝えられないという

課題がありますが、今年から国と企業がお金を出し合って、官民コンソーシアムで、建設キャリアアッ

プシステムを４月から取り入れて、10月頃から稼働すると言っています。 

建設振興基金というのを作りまして、その人の基本的な情報、生年月日や持っている資格も全部カー

ドの中に入れて、現場へ入場する時にそのカードをかざせば、今日の仕事はどんなことをしたのか分

かるようなものを蓄積していきます。 

それを２、３年ほど前から作っていたんですけども、登録はインターネットとか郵送でもいいです

し、窓口もこれから開いていくらしいんですけれども、何名の方がインターネットか、郵送している

か分かりませんけれども、そういうふうに働いてきて、入ってきて、例えば高校を卒業して大工になっ

てでも、それを使えばその就業履歴が順次蓄積されて、例えば職場を替わってもこの大工さんはどん

なことが出来るよというのが分かるようなものを、これから作っていっているところです。なかなか

意見にはならないですけど、これで終わります。 

 

●議長 

はい、どうもありがとうございます。 

その他にご意見ございますか。よろしいですか。 

それではですね、先ほど委員のほうからもありましたけど、取り組みもやはり説明いただいて、全

体の原案を聞いてご意見を頂きたいと思いますので、「平成30年度の職業能力開発施策の主な取組みに

ついて」ということで、事務局からお願いいたします。 

 

 

（３） 平成30年度の職業能力開発施策の主な取組み等について 

・事務局より、資料２「平成30年度における主な取組み」等、資料３「富山県地域創生人材育成事

業計画の概要」及び資料４「平成29年度富山県包括外部監査結果 概要」の資料に基づき説明 

○資料２平成30年度における主な取組みについて、１のＩｏＴコンソーシアム活性化事業のＩｏＴコ

ンソーシアムにおいて、特に交流会の開催ですが、企業が一緒になり実践的に行うものです。また、

ＩｏＴ―ＩＴビジネスアカデミー事業では、ＩＴツール体験会など企業のニーズに応じて実施するも

の。スマートものづくり人材育成事業については、昨年と同様であると説明。 

・２のうち民間委託訓練の長期高度人材育成コースを今年度新たに設置し、１～２年間の長期訓練で

就職氷河期世代の45歳位の方を念頭において、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士、美容師等の資

格をとって、正社員就職に結びつけることを目標としていることを説明。 

また、人生 100 年時代ひとづくり構想推進事業について、学び直しやスキルアップについて、ニー

ズ調査しながら構想会議において具体的方策を検討することを説明。 

・３のうち、アルミ産業成長力強化戦略推進事業は、アルミ関連企業のコンソーシアムを組織し、イ

ンターンシップ受入の支援を行うものであり、高精度メタルワーク人材養成事業は、技術専門学院に

おいて、高精度な金属加工技術に対応した新たな訓練コースを導入し実習するものであると説明。 

・４のうち、介護事業所インターンシップ事業は、県内高校生を対象として、介護事業所でのインター
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ンシップを実施するものであり、未来の介護人材発掘事業は、県内中高生向けに年２回発行されてい

るタブロイド判 Future という情報誌において介護の情報を掲載し PR するものであることを説明。建

設業若者活躍支援事業は、建設企業の人材育成を図るため、事業者団体が実施する資格取得支援の取

組みなどを支援するものであると説明。 

・５のうち、とやま観光未来創造塾事業は、インバウンドの旅行客に対応するため、外国語のできる

観光ガイドを養成する事業。富山型 MICE 講座開催事業は、国際会議やイベントを開催するための専門

家を招へいした講座を開催するものであると説明。 

・その他の職業訓練に係る施策については、別紙にまとめて掲載し、時間の都合上説明を割愛するこ

とを説明。 

 

○資料３の富山県地域人材育成事業計画の概要の説明 

事業年度平成 27 年度から 29 年度において、人手不足分野である「ものづくり」、「介護・福祉」、「建設」

のほか、「観光」分野において実施したものであり、ものづくり、介護・福祉、建設、観光それぞれの欄に就業

者数の目標と実績を記載しているが、いずれも目標を達成できなかったことを説明。近年、訓練ニーズが減

少していることが原因と考えられると説明。 

 

○資料４ 平成 29年度富山県包括外部監査の結果の説明 

 主な指摘事項として、６ページの技術専門学院のセンターのセミナー室を訓練以外の目的で使用する場合

に本来取るべき手続きを行っていなかったことを説明。 

 

 

●議長 

はい、どうもありがとうございました。いろいろ取り組みをしていただいているというところです

けども、基本的には、現在いる県民の方々をどうやって訓練していくかというところと、それから県

外関連ですね、どれだけ優秀な方に来ていただいて、ここで子育て、働きたいというふうに考えてい

ただくかということではないかと思います。 

今ご説明いただきましたが、資料２から資料４について、ご質問、ご意見があると思いますので、

よろしくお願いいたします。まずは女性から。すみません、すみません。 

はい、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

●委員 

さまざまな分野がある中で、女性ということになると、クリエイティブな仕事を求める人が増えて

きているという傾向もあるということです。 

資料２の１番最後の富山型ＭＩＣＥ講座、実は私お手伝いをさせていただいたので、少しだけご報

告させていただきますと、日本の国際会議ですとか、様々な学会ですとかを牽引している実務者が10

名来て、富山の受講者に対して３日間セッションしてくれたんですが、一方的な講座ではなくて、１

番成果があったのが、チームビルディングですとか、それからワークショップでセッション、富山で

セッションするという、それがたいへん身になったのかなというふうに、私も側にいながら感じてお

りました。またアンケート調査でも、明らかに実務者たちとの直接のセッションが一番勉強になった

ということも出てきております。 
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これはやっぱり一方的な講座じゃなくて、参加型というのが非常に重要なのかなと思いました。他

のものづくりのほうでもそういうふうなことが行われていると思いますが、あと先ほど言いましたよ

うに、成果を次の成果に結びつけるということを１つ１つやっていかなければいけないのかなという

ふうに実感したイベントでもございました。ご報告いたします。 

 

●議長 

どうも、ありがとうございました。他に、どうぞ。お願いします。 

 

●委員 

私からは富山県地域創生人材育成事業計画への結果報告で、先ほどございましたが、観光、外国人

応対サービス人材育成事業というところを３年間受け入れてきました。そこについての若干意見と感

じたことを述べさせていただきたいと思うんですけれども。 

今、実は新幹線開業以来、富山を訪れる方々がかなり増えております。統計を私どもの案内所、駅

でも頂いておりまして、統計数値を持っているんですけれども、外国人のインバウンド客というのは、

開業当初よりもかなり増えておりますし、皆さんがご想像される台湾、中国、韓国といったアジア圏

だけではなく、イスラム圏の方ですとか、アラブの方ですとか、北欧、フィンランドなどインバウン

ド客でも個人でご旅行されている方が富山駅にいらっしゃるので、外国人観光客のインバウンド客と

いうのは、年々増えているというような統計結果がある中で、平成27年度から29年度間、私どもは外

国人対応ができる人材を育成するために座学、それから様々な専門家による研修、そして実際に案内

所という舞台を頂いておりますので、実際に半年以上やった者もおりますし、短い者は３ヶ月という

形で対応の演習をしてきたという事業をやっていた会社なので申し上げるのですけれども、まだまだ

オリンピックに向けて、政府もかなり外国人対応というところに力を入れている中で、この３年間で

人材育成のこの計画を打ち切ってしまったというところ自体が、個人的には少し残念でしょうがない

と。せめてあとオリンピック開催の２年間、富山県主体となってでも良かったかと思うんですけれど

も、国からの助成金が無くなったから終わるということではなく、民間活力だけではなく、やはり自

治体の力の下こういった人材を、まあ観光創造未来塾というような別件の事業がもちろんあると思う

のですが、その座学だけでは知り得ない、いろんなエピソードが現場では起きておりますので、こう

いった事業を補助金のことだけで、３年間で終わりましたというような形にしてしまうのは非常に

もったいないというふうに、請け負った企業として感じております。 

また、目標が21名で実績16名というふうに書いてございますけれども、こちらの内訳で、例えば初

年度にやった５人の中から現在も外国人対応の事業に、私どもの会社で継続して勤務している者は

たったの１名です。２年目には、かなりたくさんの人数を採用しましたけれども、実際に今も外国人

対応の現場で勤務をしている者はたったの２名です。そして昨年度といいますか、３月で終わりまし

て、就業ビザを取って外国から日本に、富山に来ていただいて、移住をしていただいて、生活のサポー

トもしていた者が、いろいろな国の細かなチェックで対象者にならないということで、昨年度のこの

事業対象者は減ってしまったわけなんですけれども、昨年度この事業を受けて、勤務していて、その

事業が終わりまして、私どもが直接採用という形で勤務している者は現在２名しかいないという現状

で、せっかくの税金を投入してやらさせていただいた事業なんですけれども、なぜ継続できないか。

なぜこの訓練結果を、私どもも含めてなんですけれども、企業として継続支援できないのかというと

ころを考えた時に、やはりいろいろな制約がこの事業にはございまして、指導者の、例えば研修費用
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というところの内部人件費などを計上するんですけれども、そもそもまず就業ビザですとか、日本人

と結婚して働いているというようなところで、この事業が単年度で終わってしまう。実際に１年研修

したからといって、人は本当に育つのか、一人前になるのかといったところで、彼らから出てきた言

葉なんですけれども、手本となるロールモデルが３年間の事業では、なかなか私どもが育成しきれな

かったという力不足を痛感しているところで、人材育成というのはやはり10年、20年というスパンで

考えていくべきものではないのかなというふうに反省を含めて感じておりますので、一言意見を申し

添えました。ありがとうございます。 

 

●議長 

どうも、ありがとうございました。事務局のほうからお答えはございますでしょうか。 

 

●事務局 

はい、ご意見ありがとうございました。まだ３年度間の事業だったので、なかなか難しかった面、

また先ほど就職まで結びつくまでには１年の訓練ではなかなか難しかった、というご意見であったと

受け止めております。こちらのほうでもご意見を受け止めさせていただいて、また観光課とも相談し

ながら、考えていければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

●議長 

充分な回答になっているかどうかよく分かりませんけど、これからも検討していただけるというこ

とですので、他にご質問ございませんか。他に、どうぞ。よろしくお願いします。 

 

●委員 

何度も発言させていただいて申し訳ございません。 

資料２のほうのページの平成30年度富山県職業能力開発施策の概要というところの中で、１番下の

人材育成ですが、ここの技能継承等の所に、「とやま外国人技能実習生受入促進事業」ということで、

新規のもの、あるいは既製のものもいろいろありますが、実は介護分野も法律等の改正によってこの

制度が使えることが可能になったわけでございます。もちろんまだまだ富山県にそういった方々がお

越しになるというのは、多分１番早くいっても秋以降であろうということを現場のほうで、そういう

議論がされているのですが、ちょっとだけ申し上げますと、私ども日本介護福祉士会が母体ですが、

日本介護福祉士会のほうが、実は各事業者毎に、この技能実習生については技能実習指導者というの

を置いておかなければならない、いろんな要件が、結構数に関しては非常に厳しいシステムになって

いるんですが、そういう意味で私どもは介護士会として独自に日本介護福祉士会の指定を受けながら、

技能実習指導者を養成しているところでございます。 

そういう意味でこれは多分、福祉とか厚生部のほうに言えばいいのでしょうけど、現在は国の直接

の管轄でもって指導者の養成をさせていただいていますが、今後県としてもこういった現場における

実習技能指導者の育成ということについて、ぜひ検討いただくほうがいいのかなと思っております。

これを労働のほうへ言うのはいかがかなと思いますが、厚生部のほうへ持って行くとこれは労働の問

題だという形に切り替えられてしまうんですよ、実はこの制度というのは。両方の中で動いている制

度なのに、厚生部だったら切られてしまうので、ちょっとこのあたり忸怩たるものですが、ただこれ

を何も無くするわけにはいかないのと、もう１つは実際に介護の現場は本当に人材不足で、どの事業
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所さんも悩んでらっしゃるところですが、１番できるところはということで、例えばもうすでにベト

ナム等から介護の留学生という形で、もうお越しになっています。この方々の中には、富山大学の学

生という方もいます。もうすでにベトナムの方が特養、老健等でも仕事をされておりますので、多分

これからますますそういった、今は留学ということですけども、介護資格を取って働く人が富山で増

えてくるという時代なので、これまでものづくりのほうに重きをおいてらっしゃいましたけども、

ちょっとだけシフトしていただいて、介護福祉のほうに関しても、富山県におけるそういった外国の

方々と共に働く、あるいはリーダーさん、今までのように日本人の介護職に対するリーダーではなく

て、外国人の技能実習生の方も含めた形での指導者の育成ということについても、ちょっとだけ考え

ていただければいいかなというふうに思っております。 

すみません、厚生部の場で福祉のほうは言うのですが、介護労働という形で見ると、労働のほうだ

よねというふうに蹴られてしまうのは、ちょっと現時点でいかがかなと思っております。以上です。 

 

●事務局 

はい、ありがとうございます。 

介護については、昨年11月から技能実習生の受け入れが制度的にスタートしましたが、県内で受け

入れた事例はまだ承知しておりません。先ほどおっしゃった指導者の問題、日本語の能力が相当程度

求められるので、なかなか受入れが進んでいないというのは聞いてございます。 

技能実習生、ものづくりに関しましては、技能検定を取る時にいろいろな支援を当課でしておりま

して、介護についても厚生部のほうとも相談させていただきながら、委員のご指摘あった点をお伝え

させていただいて、対応していきたいと考えてございます。 

技能実習生、非常に富山県内に増えておりまして、昨年度で4,400人、この２、３年で爆発的に増え

てございます。ベトナムの留学生の話もございましたが、中国からベトナムに移って、さらに他のア

ジアの国の実習生も増えている状況にございまして、最終的には技能実習生なので本国に帰る形にな

るとは思いますが、やはり国際貢献のため技能実習生を活用する企業への支援をしっかりしていかな

ければいけないと思いますので、対応させていただきたいと考えてございます。 

 

●議長 

はい、どうもありがとうございました。他にご質問、コメント、ご意見よろしくお願いします。 

 

●委員 

今回この審議会に初めて参加させていただきまして、少し素朴な質問になってしまうかもしれませ

んけれどもよろしくお願いいたします。 

本学は県のインターンシップ推進センターのご協力を頂きまして、学生たちに夏休みにインターン

シップをさせていただいております。夏休みという期間で短く、大体10日から１週間程度ですけども、

インターンシップをさせていただいて、学生たちも就職に対する意識付けをさせていただいたんです

が、いかんせんやはり本来は学生ですので、学業が中心であります。ですから限られた期間の職業訓

練教育ということになります。 

そこから考えてみますと、今回の資料を拝見いたしまして、いわゆる在職者向けの職業訓練、学生

の場合は在学中ですけれども、その職業訓練の成果といいましょうか、その部分と、今日先ほど課長

さんがおっしゃられました離職者、もしくは転職者向けの人材育成ですね、１年間、２年間フルタイ
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ムで育成されるという、その県の姿勢と申しましょうか、その取り組みと申しましょうか、どういう

ふうに色分けといいましょうか、取り組みに対する方針がなされているのかという、素朴な質問で申

し訳ないのですけれども、そこをもう少しお教え願えればと思っております。 

 

●事務局 

ありがとうございます。 

学生のインターンに関しましては、職業訓練と言いませんで、どちらかと言うと職場体験というこ

とで、富山県で申しますと、夏の間１週間、単位も付与されたインターンシップをやっているという

ことですので、昨年の実績で大体1,100人ぐらい、各大学のご協力をいただきて実施していただいてお

ります。 

職業訓練と申しますが、学卒者訓練は高校を卒業した方を対象に学校に入校いただいて、２年だっ

たり４年だったり、それは国、県のそれぞれの公共職業訓練の施設で違いますが、訓練を実施すると

いうものがございます。 

離職者訓練、在職者訓練については、対象は社会人でございまして、離職者訓練については、基本

的にハローワークのほうでカウンセリングする中で、この方がスキルを身に付けたほうが就職しやす

いだろうということで、ご紹介いただいて、それが県の公共職業訓練施設なのか、もしくは民間の訓

練施設なのか、様々な形態がございますが、そういった訓練があるのが離職者訓練でございます。 

在職者訓練というのは、企業に在籍しながら訓練を受けることでして、企業内のＯＪＴで出来ない

ような技能を学ぶのが在職者訓練でございまして、レディメード型というのは、技術専門学院や国の

能力開発大学校で設定されているコースに、企業で参加していただくというものでして、オーダーメー

ドというのは、企業のご要望をお聞きして、それに応じた訓練コースを作るものでして、そういった

２種類がございます。 

すみません、訓練の仕分けということで、こういった整理でよろしいでしょうか。 

 

●委員 

よく分かりました。取り組みの方針は、それぞれ大枠として職業能力開発したとの中で、重点とい

うのはどうなのでしょうか。近年の変化の中で変わってきているというふうに理解してよろしいで

しょうか。 

 

●事務局 

重点は、離職者訓練で言うと景気動向にはかなり左右されますし、在職者訓練で申しますと技術と

いうのは年々変わっておりますので、コース設定に当たってはいろいろ変化してきてございます。訓

練コースの設定などは、今日来られてますけど国の機構のほうとか、あとは労働局さんと定期的に話

し合いをさせていただいて、お互いどういったコースをやりましょうかというのを調整して設定させ

ていただいております。学卒者については、コースの内容については、当然技術や技能の変化に応じ

てコース設定させていただいてございます。 

 

●委員 

ありがとうございました。 

●議長 
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どうも、ありがとうございました。他に皆様のほうから、どうぞ、よろしくお願いします。 

 

●特別委員 

今、ものづくりの関係で、なかなか目標に達していないというようなお話がございましたけれども、

大変失礼な言い方ですが、ニーズをきちっと把握できているのかどうかというのが１点と、それから

やはり企業の負担を出来るだけ軽減するような措置ができないのか、この２点がございます。 

１点目は、課長がおっしゃいました地域訓練協議会という所で調整はされているようなんですけれ

ども、聞くところによりますと、労働局、それから機構、県で協議をされているというふうに伺って

おります。元々うちは職業訓練指導員が県内を手分けして全域を回りまして、ニーズ調査しておりま

すけれども、うちの守備範囲というのは機械、電気、電子、情報だけに留まります。それに対して県

の技専さんのほうでは、もっと広い範囲を教えておられるというところで、ニーズ調査が十分出来て

いないのではないかなという疑問がございます。ということで、例えば協議会、コンソーシアムのよ

うな形にして、各種業界団体様と一緒に、その時代に応じた訓練内容を検討されてはいかがかなとい

うのが１点ございます。 

それから２点目の話ですが、企業の負担というのか、やはりこれだけ仕事が忙しいと大変だと思う

んですが、実は私どもの学卒者訓練で、県内のある大手企業から今年は６人を事業主派遣していただ

いております。これは要するに社員さんの給料を全額払って、授業料も会社が払って、２年間訓練に

出してきていただいている。その話を県内の中堅企業さん、中小企業さんにお話をしますと、やはり

とてもじゃないけど全額負担はできないということで、自治体の方に、そういう制度に対する支援を

要望されたというお話を聞いております。ですから何か在職者訓練にしても、あるいは企業が社員を

セミナー、あるいは在職者訓練に出した時に、何らかの補助があるというふうな形をとればニーズは

あると思うんですね。参加する企業が増えるのではないかなと。この２点、以上です。 

 

●事務局 

ご指摘ありがとうございます。 

技専でもニーズ調査のようなものはしているようなんですが、また能開大さんがやっているような

ニーズ調査のやり方も参考にさせていただきながら、ニーズをしっかり汲み取って、適切なコースを

設定していくというのは、特に守備範囲の広い技専では重要だと思いますので、ちょっと技専ともま

た相談しながら実施していければなと思います。またコンソーシアムについてもどういったやり方が

あるか、職業能力開発大学校さんと相談させていただければと思います。また労働局さんとも相談し

たいと思っております。 

２番目の企業負担の軽減ということで、リカレントの話ではないですけれども、在職しながら能力

を高めていくと、そういったようなことは今後の時代に非常に重要なことだと思いますので、どこま

で県と関連の自治体とで支援できるか要検討ですが、そのお話も詳しく聞かせていただいて、連携し

ていければと思っておりますので、またよろしくお願いいたします。 

 

●議長 

はい、どうもありがとうございます。他にございますか。 

富山県の産業が活発になるかならないか。商工労働部のほうで予算、サポート、これは非常に重要

でございます。この審議会はとても重要だということをお聞きしていますので、ぜひ忌憚のないご意
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見を頂ければと思います。 

 

●委員 

若干私の属する業種から離れるわけですが、地域の担い手となる人材育成の中に、今回の主な取組

みの中にはなかった農業分野について、県として今どう考えておられるか聞きたいと思います。 

農業分野はいろいろ言われていますが、その中で後継者不足が深刻な問題となっていると思います。

現在、新しいお米の品種の開発・製造・販売等を行っていて、見た目は華やかに見えますが、実働部

隊にしてみれば、かなりきつい分野になっております。先ほど農業体験受講者の資料を見ましたが、

やはり受講者が少ないと思います。本当にこのあと若手の方々がこの農業、特に稲作に関してやって

いけるのかどうか、県としての考えをお聞かせ願えればなと思います。よろしくお願いします。 

 

●事務局 

ご質問ありがとうございます。 

農業分野につきましても、やはり高齢化ということで、かなり県内の農業就業者人口はかなり減っ

ております。農業分野におきましても、農業未来カレッジという人材育成機関を設けておりまして、

１年間、若手の方々が毎年大体14、15人入塾されまして、１年間の実習を経て就農をされており、こ

れまでほとんど大体100％の就農ということでありまして、そういう形で既に就職されている方が、新

たに農業を目指す場合においても、間口を広げている機関を県で設けています。 

こうしたことと合わせて、特に県立高校ですと、中央農業高校がありますけれども、そこは１年生

は全寮制ということで、しっかりと農業の基本を学ぶと共に、できれば農業関係の就職に就いていた

だきたいんですけれども、やはりなかなか農業は、若い方が避ける傾向が多いということでありまし

て、いかにマッチングさせていくかということが大きな課題かなというふうに思っております。 

富山県の場合には本当に水田、米作りがほとんど９割以上を占めてまして、かつ高齢化と共に地域

の農業がカバーできなくなっていると。このため、県内では早くから営農組合を作りまして、要する

にサラリーマンでもわずかな時間を参加することによって、全体として水田をしっかり守れる、そう

いう組織を作ってきているのが現状です。最近はいかに生産性を高めて効率よく作業するかというこ

とで、例えば土地改良事業ということで、小さな田んぼを大区画化、これは１ヘクタールぐらいの大

区画化にするとか、いろいろな取り組みをして生産性を上げますし、また機械のほうでも最近はいろ

いろ田植えも、トラクターもそうなんですけれども、ＧＰＳを使って、要するに成熟したといいます

か、技能を持たなくても機械が自動でやってくれるような、そういった高性能化も進んでいます。こ

うした技術革新に対応するには、ある程度習熟をすることが必要ですけれども、そうした生産性を上

げることによって、むしろ就農人口の減少をカバーするなど、水田については、そういう取り組みを

しているところであります。 

片方はお米以外にも富山県は野菜とか米以外のところが非常に弱くて、最近は砺波地方で玉ねぎと

か作っているんですけれども、そういった米以外のところでの野菜等については、これは非常に収益

率が高くて、むしろそういうところにシフトすることによって、もっと米以外での儲かる農業を進め

る、そのことが若い方にとっても非常に儲かって将来性が見込めると。そういうような道筋を示すこ

とも大事だということで、そういうことも合わせて取り組んでおります。 

ただ我々の商労サイドから申しますと、やはり人材の確保ということに関して言えば、農業分野で

はどうしてもなかなか厳しい状況が、他の産業よりもかなり厳しさが増えておりますので、これから



17 

はそれぞれの地域営農の皆さんのご意見も聞きながら、本当にどうあるべきか、そこら辺りを考えて

いきたいというふうに思っています。以上でございます。 

 

●委員 

ありがとうございました。やはり他の産業よりも厳しいというところは認識されているということ

で安心しました。農業は、先ほど話があったように、これからIT技術が進み、ＧＰＳの付いたトラク

ター、田植え機等で楽になると思われがちですが、実際は植えた後にいろいろなきつい作業があり、、

なかなか厳しい分野かと思いますが、お米というのは日本にとってとても大事なものだと思いますの

で、是非、力を入れていただきたいと思います。ありがとうございました。 

 

●委員 

今、農業施策のお話しだったんですが、現場の実態の声としてどんなことが起きているのかと。多

分皆さんご認識があると思いますが、企業退職された方が、俺は専業農家でこれから頑張るんだと意

気込んで専業農家をやるんですが、実際、そこに技能とか技術とか経営の視点がまったく無く、途中

でリタイアし、そのまま田んぼをほっかって、そして担い手もなく、そんな実態が現場の中に実際に

あるということで、ぜひ若いうちから経営、技能、技術というそんな視点で農業政策をやっていく土

台作りというのが本当に重要だと思いますので、少し委員の声に、現場の実態を踏まえて追加をさせ

ていただきました。よろしくお願いします。 

 

●事務局 

ありがとうございました。先ほども申しあげましたけど、富山農業未来カレッジでは１年間かけて、

もちろん作物をいかに育てるかという技術面と、これからは経営というマネジメントをしていくとい

うことが非常に大事だということで、今の未来カレッジの研修科目でも、技術以外にも経営という科

目を取り入れまして、将来的に自立してしっかり収益も出るようなそういったマネジメントができる

農業者を目指すということで取り組んでいますし、これからも力を入れてまいりたいと思っています。 

 

●議長 

はい、どうもありがとうございます。他にご質問などご意見いただければと思います。 

 

●委員 

女性の活躍という視点で、もっとやはりリカレント教育、一旦離職された方がもう一度腕を磨く、

もちろんこの資料にあるんですが、女性という視点で力を入れてほしいことです。 

 

●委員 

同じ労働者として、私も女性の活躍は、重要だと思います。昨年でしたか、富山県から女性の活躍

推進の関係で、ボルファートとやまで講演会が開催され、私も参加させてもらいました。良いこと言っ

てくれたなと思ったことが１つありまして、その内容は、女性は子供を産むという関係で、育児休業、

育児休暇を取るということになります。長い人で３年ぐらい取られますが、その時期に教育できる、 

そういったものを提供してあげればいいのではないかと思います。育児が大変なのは私も分かってい

ますが、やはり２年間、３年間の中で、会社に戻る時、スキルが身についていることになると思いま
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すので、是非、この時期の教育訓練の提供も考えてほしいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

●事務局 

直接関係ないかもしれないですが、参考資料の４をご覧ください。これは県の資料ではなくて、リ

カレント教育について、国で議論されておりまして、人生100年時代構想会議という中で、厚生労働大

臣が提出した資料でございます。私が説明するのもおこがましいですが、説明させていただきますと、

直接女性とは書いていないんですけど、施策の方向性②の３つ目の星の２番目の所、ｅラーニングと

いう記述がございます。これはｅラーニングでも、従業員に対して企業が行う訓練だけを書いている

んですが、今厚生労働省として、女性向けのｅラーニングとか、そういったものを強化していこうと

しております。今議論しているさなかにあって、平成30年度予算でも今回拡充していく方向が言われ

ています。例えば女性でいったん育児の関係で離れられている時に、自分の所属していた職場に戻る

時に大層不安だと、本当に３年間ブランクがあるけど大丈夫かという声が非常に強いと聞いてござい

ます。そういった中で安心感を与えるための職業訓練、そういったものは大事なのではないかと思っ

ておりまして、技術専門学院でも、託児所と契約して訓練できる課程も持っておりますし、いろいろ

今後ハローワークのマザーズコーナーなどでもいろんな就職支援する中で、そういったご意見の話に

もなると思います。労働局さんなどと協力しながら、浜守委員が述べられた女性の視点というのは、

今後職業訓練にとって欠かせないと思いますので、県としても何かしっかりと考えていきたいです。 

 

●委員 

私もｅラーニングに関心があり、ｅラーニングが、女性を、特に産休、育休の方を対象にするとい

うのはすごくいい考えだと思います。女医さんを調査していますが、女医さんも産休、育休中を利用

して専門の資格を取れると思うので、人的パワー、人的能力を高めることができると思います。 

先ほどのｅラーニングのことですけども、訓練の受講者で、今、人材不足で忙しいから訓練を受講

できないという話がありましたけど、もしかしたら、もう既にやってらっしゃるかもしれないですけ

ど、ｅラーニングを組み合わせれば、その場を抜けずにうまく空いた時間を使って参加しやすいとい

うふうに、女性以外にも役立てられるかと思いました。 

あと少し話が戻ってしまいますけど、私はＵターンの地域定着に関して、富山大学の学生を対象に、

地域定着、卒業後に富山にいたいかどうかということを調査したんですけど、そこに１つあったのは、

県外から来た人はその人の出身地域と富山の月給、平均月収の違いで、やはり出身地のほうが高いと

出身地に戻って、富山のほうが高いと富山に残るという傾向が、統計的に優位に出たので、簡単にで

きることではないんですけれども、富山の人の年収をアップするのも、必要だと思いました。 

 

●議長 

どうもありがとうございました。非常に活発なご意見を頂きましたが、時間になりましたので、他

のご意見、ご質問も多々あると思いますけれども、ここで事務局のほうから議事録の取扱いや次回の

審議会の開催予定等について説明をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

●事務局 

質問にお答えさせていただきたいと思います。ｅラーニングは委員がおっしゃったような使い方は

非常に重要でして、そういった隙間時間なりにしっかり利用していただきやすい訓練形態かと思いま
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す。今、企業のほうもたいへん取組みを進めております。もともと欧米がｅラーニングが進んで、日

本が追い付こうとしている状況でしたが、活用していきたいという企業が増えてございまして、本当

に昔のｅラーニングはすごく使いにくかったのですが、今は大分ソフトが良くなって使いやすい物に

なっているのでまた周知していきたいと思っております。 

地域定着ということで、おっしゃるように給料格差というのを埋めるのは、県としては難しいのか

もしれませんが、Ｔターンの推進ということで、例えば岐阜県の人が富大に来て、岐阜県のＯＢ・Ｏ

Ｇの話を聞くみたいな、そういうＴターンの推進というのをしっかりやっていきたいと思うので、ま

たいろいろ富大さんと協力させていただいて実施していきたいと思います。 

本当にいろいろな見地からご意見をいただいて、大変参考になりました。しっかり意見を受け止め

させていただいて、次年度の県予算などに活かしていきたいと考えてございます。 

事務的なお知らせでございますが、本日の議事録につきましては、事務局のほうで取りまとめさせ

ていただいて、委員の皆様にお送りして確認していただいたうえで、個別の発言者のお名前は伏せた

形で富山県のウェブサイトに掲載いたしたいと考えてございます。 

また次回審議会の開催日程につきましては、調整させていただいたうえで、ご案内を差しあげたい

と思います。以上でございます。 

 

＜了＞ 


